
区分

基礎課税 後期高齢者 介護納付金 子ども・子育て 基礎課税 後期高齢者 介護納付金 子ども・子育て

年月 医療分 支援金課税 課　税 支援金課税 医療分 支援金課税 課　税 支援金課税

H20年4月 47万円 12万円 9万円 68万円 47万円 12万円 9万円 68万円

 21年4月 10万円 69万円

22年4月 50万円 13万円 73万円

23年4月 51万円 14万円 12万円 77万円

24年4月

25年4月

26年4月 16万円 14万円 81万円 51万円 14万円 12万円 77万円

27年4月 52万円 17万円 16万円 85万円

28年4月 54万円 19万円 89万円

29年4月

30年4月 58万円 93万円 54万円 19万円 16万円 89万円

31年4月 61万円 96万円 58万円 93万円

Ｒ 2年4月 63万円 17万円 99万円 61万円 96万円

3年4月 63万円 17万円 99万円

4年4月 65万円 20万円 102万円

　5年4月 22万円 104万円 65万円 20万円 102万円

　6年4月 24万円 106万円 22万円 104万円

　7年4月 66万円 26万円 109万円 24万円 106万円

　8年4月
67万円
(予定)

26万円
(予定)

17万円
(予定)

-
110万円
(予定)

66万円
（案）

26万円
（案）

17万円
（案）

-
109万円
（案）

※後期高齢者医療制度の開始に伴い、後期高齢者支援金を新設した平成20年以降について記載。
※子ども・子育て支援金制度は令和8年4月から開始。

国民健康保険税 課税限度額の推移

国　　基　　準 旭　　　市

合　計 合　計


